
　　　　　　　※１単位は10.88円となり、表記の金額は自己負担額１割で計算しています。

要支援１ 要支援２

451単位 561単位

490円 610円 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

603単位 672単位 745単位 815単位 884単位

656円 731円 810円 886円 961円 

居住費 居住費

従来型個室 多床室

資産要件（預貯金等） 日額 日額

第１段階 380円 0円 

第２段階 80万円以下
単身で650万円
（夫婦は1,650万
円）以下

480円 430円 

第３段階①
80万円超120
万円以下

単身で550万円
（夫婦は1,500万
円）以下

880円 430円 

第３段階② 120万円超
単身で500万円
（夫婦は1,500万
円）以下

880円 430円 

第４段階 1,231円 915円 

300円 

所得要件 日額

詳しくはお住まいの区の高齢・障害課へお問い合わせください。

住民税課税世帯または預貯金額が
一定額以上の方 1,520円 

1,300円 

1,000円 

①基本料金（介護予防）

要介護度（介護予防）

令和6年8月1日現在

特別養護老人ホームしゅくがわら三清荘短期入所（介護予防）　料金表

利用料金の目安は、下記の、

　　「①基本料金」＋「②居住費・食費」＋「③加算」＋「⑤おやつ・喫茶代」でご確認ください。

　　　　　　
　　　　　　　※自己負担額が、2～3割負担の方は、①、③、④の料金が、それぞれ2～3倍となります。

単位

基本料金（日額）

②居住費・食費

利用者負担段階

世帯全員が市民税非課税で生活保護受給者
または老齢福祉年金受給者

①基本料金

要介護度

単位

基本料金（日額）

食費 (朝・昼・夕）

600円 

世帯全員が
市民税非課税
で、年金収入
金額＋その他
の合計所得金

額が

※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金（遺族年金、障害年金）も含みます。
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は、1,000万円（夫婦は2,000万円）以下です。

介護保険負担限度額認定について



単位数 日額

12単位 13円 

4単位 4円 

13単位 14円 

単位 日額

184単位 200円 

90単位 97円 

8単位 8円 

22単位 23円 

18単位 19円 

6単位 6円 

120単位 130円 

8単位 8円 

56単位 60円 

負担限度額段階 要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 730円 730円 730円 730円 730円 730円 730円 

第２段階 1,620円 1,740円 1,786円 1,861円 1,940円 2,016円 2,091円 

第３段階① 2,331円 2,540円 2,586円 2,661円 2,740円 2,816円 2,891円 

第３段階② 2,720円 2,840円 2,886円 2,961円 3,040円 3,116円 3,191円 

第４段階 3,291円 3,411円 3,457円 3,532円 3,611円 3,687円 3,762円 

負担限度額段階 要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 350円 350円 350円 350円 350円 350円 350円 

第２段階 1,570円 1,690円 1,736円 1,811円 1,890円 1,966円 2,041円 

第３段階① 1,970円 2,090円 2,136円 2,211円 2,290円 2,366円 2,441円 

第３段階② 2,270円 2,390円 2,436円 2,511円 2,590円 2,666円 2,741円 

第４段階 2,975円 3,095円 3,141円 3,216円 3,295円 3,371円 3,446円 

看護体制加算（Ⅰ）

看護体制加算（Ⅱ） 置くべき看護職員の数を上回っている

常勤の看護師を１名以上配置している

利用者送迎加算
利用者宅と事業所との間の送迎を行う場合は片道につき算
定されます　／回

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 施設で定められた夜勤帯の人数が基準を上回る

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数に13.6%を乗じた単位数

④該当加算：基本料金に（該当時）該当者のみ加算される費用の一例

加算項目 内容等

※自己負担１割で計算しています。

■1日の利用者負担額　早見表（①基本料金＋②居住費・食費＋⑤おやつ・喫茶代）

個別機能訓練加算 個別に計画的に機能訓練を行った場合　／日

【多床室利用（４人部屋または２人部屋）】

【従来型個室】

　　※自己負担１割で計算しています。

⑤おやつ・喫茶代、電気代：滞在に係る自己負担額

50円 

電気使用料金 テレビ・冷蔵庫等の持ち込みによる使用料　　日額 50円 

おやつ・喫茶代

利用料金の目安は、早見表＋加算でご確認下さい。

若年性認知症の診断を受け、特性やニーズに応じた支援
をした場合　／回

療養食加算 病養食の提供　／食 （1日3回を限度）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80％
以上の場合

勤続年数7年以上の職員の割合が30％以上の場合

おやつの時間や喫茶で発生する費用　　　　日額

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 常勤職員の占める割合が60％以上の場合

③加算：基本料金に共通して加算される費用の一例

加算項目 内容

機能訓練体制加算 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合

緊急短期入所受入加算
指定短期入所生活介護を緊急に行った場合に7日を限度
として算定します（やむを得ない事情がある場合は、14日を
限度する）　／日

若年性認知症入所者受入加算


